
説明資料 
（諮問第 512 号、諮問第 513 号関係） 

・べにずわいがに日本海系群（知事許可水域）

・べにずわいがに日本海系群（大臣許可水域）
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「別紙２－53 べにずわいがに日本海系群（知事許可水域）（ステップアップ管理対象資

源）」における漁獲可能量の配分の基準等の変更 

１ 変更の趣旨 

（１）特定水産資源であるべにずわいがに日本海系群（知事許可水域）については、令和７

年９月から資源管理基本方針（令和２年農林水産省告示第 1982号）第１の２の(5)の①

に定めるステップ１（漁業者による漁業法（昭和 24 年法律第 267 号。以下「法」とい

う。）第 30条に基づく漁獲量等の報告体制並びに農林水産大臣及び都道府県知事による

漁獲量等に係る情報収集体制を確立するとともに、対象資源の特性及び当該資源を利用

する漁業の実態等を踏まえた管理を実現するための課題を整理し、それらを解決するた

めの取組を行う段階）の取組が行われている。 

（２）令和８年９月１日から、資源管理基本方針第１の２の(5)の②に定めるステップ２（ス

テップ１の取組を継続しつつ、漁獲可能量による管理について、法第 15 条第１項第２

号の都道府県別漁獲可能量及び同項第３号の大臣管理漁獲可能量の試行的な配分等を

行う段階）に移行するにあたり、「別紙２－53 べにずわいがに日本海系群（知事許可

水域）（ステップアップ管理対象資源）」について、所要の変更を行う。 

２ 変更の内容  

変更の内容は、別紙のとおり。 
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令和８管理年度（令和８年９月～令和９年８月） 

べにずわいがに日本海系群（知事許可水域） 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令和８年６月

水 産 庁  

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

① 直近の資源水準の値（注１）と限界管理基準値の大小を比較した結果、及び直

近の資源水準の値と目標管理基準値の差に基づき、漁獲量を調整する係数を算出

する（漁獲シナリオ）（注２）。

② 直近５年の漁獲実績の平均値（注３）に①の漁獲シナリオから導かれる係数

（1.08）を乗じた値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値を超えない量とする。 

注１：現在の資源評価手法では資源量の絶対値が推定できないことから、日本海

べにずわいがに漁業の標準化 CPUE（Catch Per Unit Effort/単位漁獲努力

量当たりの漁獲量）を代替の「指標（資源量指標値）」として使用。 

注２：現在の資源評価手法では資源量と漁獲圧力の絶対値が推定できないことか

ら、代替の漁獲シナリオを使用。 

注３：現在の資源評価手法では資源量が予測できないことから、過去の漁獲実績

の平均値を代替として使用。 

（２）令和８管理年度（令和８年９月～令和９年８月（ステップ２））のＴＡＣ（案）

※ 資源管理基本方針に基づき、ステップ１・２では、漁業法第 33条に基づく採捕の
停止等の命令は行わないこととしている。

（参考１）資源管理の目標（注：現在の資源評価手法では資源量の絶対値として設定する

ことができないため、下記を代替として使用）

⑴ 目標管理基準値:過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあて

はめたときの 80パーセントに相当する資源水準の値 

⑵ 限界管理基準値：過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあて

はめたときの 56パーセントに相当する資源水準の値 

特定水産資源 ＴＡＣ 

べにずわいがに日本海系群（知事許可水域） 6,167トン 
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（参考２）ＴＡＣ及び漁獲実績の推移 

単位：トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

２ 配分（案） 

ステップ２のため、都道府県別漁獲可能量については、別紙１のとおり「試行水準」と

して設定する。 

また、都道府県における管理を行う際の目安として、別紙２のとおり、ＴＡＣの全量に

過去３か年（令和４年から令和６年まで）の毎年の漁獲実績の比率の平均値を乗じて算出

した数量を「試行目安数量」として提示する。国の留保はゼロとする。 

R7(2025) 

管理年度 

R6 

(2024 年) 

R5 

(2023 年) 

R4 

(2022 年) 

R3 

(2021 年) 

ＴＡＣ 6,254 - - - - 

漁獲実績 - 5,390 5,657 5,752 6,339 
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（別紙１） 

令和８管理年度べにずわいがに日本海系群（知事許可水域）漁獲可能量（ＴＡＣ）の 

設定及び配分について（案） 

特定水産資源 ＴＡＣ（トン） 

べにずわいがに日本海系群 

（知事許可水域） 
6,167 

知事管理分 

都道府県名 数量（トン） 

青森県、秋田県、山形県、新潟県、 

富山県、石川県、福井県、京都府、 

兵庫県 

試行水準 
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（別紙２） 

試行目安数量の試算結果 

令和８管理年度べにずわいがに日本海系群（知事許可水域）の試行目安数量 

管理区分 
試行目安数量 

（トン）

参考シェア 

（％） 

青森県 261 4.23 

秋田県 1,101 17.85 

山形県 486 7.88 

新潟県 1,177 19.09 

富山県 379 6.14 

石川県 1,517 24.60 

福井県 79 1.28 

京都府 0 0.00 

兵庫県 1,167 18.93 

合 計 6,167 100.00 

※現時点で想定されるＴＡＣの全量に過去３か年（令和４年から令和６年まで）の毎年の漁獲実績

の比率の平均値を乗じて算出した数量。
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令和８管理年度（令和８年９月～令和９年８月） 

べにずわいがに日本海系群（大臣許可水域） 

漁獲可能量（ＴＡＣ）の設定及び配分について（案） 

 令和８年６月

水 産 庁  

１ ＴＡＣ（案） 

（１）設定の考え方

① 直近の資源水準の値（注１）と限界管理基準値の大小を比較した結果、及び直

近の資源水準の値と目標管理基準値の差に基づき、漁獲量を調整する係数を算出

する（漁獲シナリオ）（注２）。

② 直近５年の我が国漁船及び韓国漁船の漁獲実績の平均値（注３）に①の漁獲シ

ナリオから導かれる係数（0.87）を乗じた値をＡＢＣとし、ＴＡＣは当該値に 0.33

（資源評価対象水域における外国による漁獲を考慮するための値）を乗じた値を

超えない量とする。 

注１：現在の資源評価手法では資源量の絶対値が推定できないことから、日本海

べにずわいがに漁業の標準化 CPUE（Catch Per Unit Effort/単位漁獲努力

量当たりの漁獲量）を代替の「指標（資源量指標値）」として使用。 

注２：現在の資源評価手法では資源量と漁獲圧力の絶対値が推定できないことか

ら、代替の漁獲シナリオを使用。 

注３：現在の資源評価手法では資源量が予測できないことから、過去の漁獲実績

の平均値を代替として使用。 

（２）令和８管理年度（令和８年９月～令和９年８月）のＴＡＣ（案）

（参考１）資源管理の目標（注：現在の資源評価手法では資源量の絶対値として設定する

ことができないため、下記を代替として使用）

⑴ 目標管理基準値:過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあては

めたときの 80パーセントに相当する資源水準の値 

⑵ 限界管理基準値：過去の資源量指標値の頻度分布データに正規分布をあては

めたときの 56パーセントに相当する資源水準の値 

特定水産資源 ＴＡＣ 

べにずわいがに日本海系群（大臣許可水域） 8,443トン 
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（参考２）ＴＡＣ及び漁獲実績の推移 

単位：トン 

（出典：農林水産統計より水産庁作成） 

２ 配分（案） 

全量をべにずわいがに日本海系群（大臣許可水域）日本海べにずわいがに漁業に配分

する。 

R7(2025) 

管理年度 

R6 

(2024 年) 

R5 

(2023 年) 

R4 

(2022 年) 

R3 

(2021 年) 

ＴＡＣ 7,997 - - - - 

漁獲実績 - 5,561 5,939 4,460 4,840 
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（別紙） 

令和８管理年度べにずわいがに日本海系群（大臣許可水域）漁獲可能量（ＴＡＣ）の 

設定及び配分について（案） 

 

特定水産資源 ＴＡＣ（トン） 

べにずわいがに日本海系群 

（大臣許可水域） 
8,443 

 

 

大臣管理分 

大臣管理区分 数量（トン）（注） 

日本海べにずわいがに漁業 8,443 

注：ＩＱにより管理 
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